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１ 趣旨 

本要領は、「学校教育環境に関する基礎調査業務」（以下「本業務」という。）について、価格のみ

ではなく、業務理解、専門性、資料作成能力、実施体制等を総合的に評価し、最も適した受託候補者を

公募型プロポーザル方式により選定するため、必要な事項を定めるものである。 

なお、本業務は、児童生徒数の推移、学校規模、通学条件、学校施設、地域の状況及び学校給食提供

体制等を踏まえ、今後の学校教育環境に関する検討のための基礎資料及び比較資料を作成するものであ

り、特定の対応方針をあらかじめ前提とするものではない。 

 

２ 業務概要 

項目 内容 

業務名称 学校教育環境に関する基礎調査業務 

業務内容 別紙「学校教育環境に関する基礎調査業務仕様書」のとおり 

履行期間 契約締結日の翌日から令和１０年３月２３日まで 

提案上限額 ２１，０００千円（税込） 

契約方法 
公募型プロポーザルにより優先交渉権者を選定し、協議が整った場合、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約により契約を締結する。 

担当部署 

壬生町教育委員会事務局学校教育課庶務係 

〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲３８４１番地１ 

電話：０２８２－８１－１８７１ メール：kyoiku@town.mibu.tochigi.jp 

 

３ 予算成立前の準備行為 

・本プロポーザルは、令和８年９月壬生町議会定例会に提出予定の本業務に係る補正予算の成立後、速

やかに契約手続を行うため、予算成立前の準備行為として実施する。 

・優先交渉権者の選定は、契約の締結を約束するものではない。 

・当該補正予算が成立しない場合、又は予算額、事業内容、履行期間等に変更が生じた場合は、本プロ

ポーザルを中止し、又は契約を締結しない場合がある。 

・参加者が本プロポーザルへの参加に要した費用について、町は負担しない。 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

・地方公共団体との契約を履行する能力を有する法人であること。 

・地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

・壬生町から指名停止措置を受けていないこと。 

・会社更生法、民事再生法等に基づく手続中でないこと。 

・国税及び地方税を滞納していないこと。 

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

・個人情報及び秘密情報を適切に管理できる体制を有すること。 

・過去１０年以内に地方公共団体における学校教育、学校規模、学校施設、学校給食、公共施設、人口

推計、住民意向調査、計画策定支援等のいずれかに関する類似業務を受託した実績を有すること。 

・本業務の管理責任者として、類似業務の経験を有する者を配置できること。 
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５ スケジュール 

項目 日程 備考 

実施要領等の公表 令和８年７月 ３日（金） 町公式 Webサイトに掲載 

質問書受付期限 令和８年７月１３日（月）１７時 専用フォームで受付 

質問回答公表 令和８年７月１７日（金）予定 町公式 Webサイトに掲載 

参加申込書提出期限 令和８年７月２３日（木）１７時 郵送・電子メール 

参加資格確認結果通知 令和８年７月２８日（火） 電話での連絡 

企画提案書等提出期限 令和８年８月１７日（月）１７時 郵送・電子メール 

プレゼンテーション審査 令和８年８月２１日（金）予定 詳細は別途通知 

審査結果通知 令和８年８月２５日（火）予定  参加者へ通知 

優先交渉権者との協議 
令和８年８月２６日（水）～８月

３１日（月） 
仕様、工程、見積内容の協議 

契約締結 令和８年９月補正予算成立後 補正予算の成立を条件 

 

６ 配布資料 

・公募型プロポーザル実施要領 

・学校教育環境に関する基礎調査業務仕様書 

・評価基準・審査要領 

・提出様式集 

 

７ 質問の受付及び回答 

・質問は、以下の専用フォームより提出すること。電話又は口頭による質問は一切受け付けない。 

・質問に対する回答は、質問者名を伏せた上で町公式 Web サイト上に掲載する。 

・質問回答は、本要領及び仕様書の追加又は修正とみなす場合がある。 

・受付期限は令和８年７月１３日（月）１７時までとする。 

＜質問受付専用フォーム＞ 

https://logoform.jp/form/xJdf/1663795 
 

 

８ 参加申込 

参加を希望する者は、提出期限までに、参加申込書（様式第１号）、会社概要書（様式第２号）、類

似業務実績書（様式第３号）、配置予定者調書（様式第４号）、誓約書（様式第８号）を各１部提出す

ること。 

 

９ 参加申込書提出期限並びに提出場所及び方法 

・提出期限 令和８年７月２３日（木）１７時まで（必着） 

・提出場所 〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲３８４１番地１ 

      壬生町教育委員会事務局 学校教育課庶務係 

・提出方法 郵送又はメール（提出期限までに必着とする。） 

郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送さ

れたものは受け付けない。 

      提出先メールアドレス：kyoiku@town.mibu.tochigi.jp 

https://logoform.jp/form/xJdf/1663795
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１０ 企画提案書等の提出 

参加資格の確認を受けた者は、次の書類を提出すること。 

・提出期限 令和８年８月１７日（月）１７時まで 

・提出方法 「９ 提出期限並びに提出場所及び方法」と同一の方法とする。 

書類 内容 備考 

企画提案書提出届 企画提案書等を提出する旨を記載 様式第５号 

企画提案書 

業務理解、実施方針、基礎資料・基礎数値整理の方

法、学校教育環境のあり方を検討するための進め方、

協議会資料作成支援、住民・関係者意向把握支援、業

務工程、実施体制、類似業務実績、品質管理、情報管

理等 

Ａ４判、２０ページ以内 

参考見積書及び内訳書 税込額、年度別内訳、作業項目別内訳 様式第６号及び任意内訳 

情報非公開希望申出書 提出資料に非公開希望箇所がある場合 様式第９号 

 

１１ 企画提案書の作成上の留意事項 

・企画提案書は、仕様書の目的及び業務範囲を踏まえ、特定の対応方針を誘導しない中立的な資料作成

支援として作成すること。 

・本業務は、町、教育委員会及び協議会等が学校教育環境のあり方を検討・判断するための基礎資料及

び比較資料を作成するものである。このことから、提案者は、児童生徒数、将来推計、学校施設、通

学条件、地域の状況、学校・地域の特色等をどのような手順で整理し、協議会等の検討に結び付ける

かを具体的に示すこと。 

・提案者は、協議会資料作成、論点整理、住民・関係者意向把握、答申作成用資料の作成支援等につい

て、発注者及び協議会が主体的に判断できるよう、分かりやすく中立的な資料を作成するための方針

を示すこと。 

・企画提案書には、本業務と類似する学校教育環境、学校規模・配置、学校施設、公共施設再編、住民

意向把握、協議会運営支援等に関する実績及び当該実績を本業務にどのように活かすかを記載するこ

と。 

・学校給食提供体制については、仕様書に定める既存資料の確認及び基礎数値の差替え等を行うものと

し、企画提案書において給食提供方式の方針案、施設整備計画、配送計画又は事業手法に係る詳細提

案は求めない。 

・参考見積書は、提案上限額の範囲内で税込額を記載し、年度別及び作業項目別の内訳が分かるように

すること。 

 

１２ 審査方法 

・審査は、町が設置する審査委員会において、提出書類及びプレゼンテーションの内容により総合的に

行う。 

・審査は非公開とする。 

・参加者が多数の場合は、書類審査によりプレゼンテーション審査に進む者を選定する場合がある。 

・参加者が１者であっても、審査委員会が評価基準に照らして適格と認める場合は、優先交渉権者とし

て選定できる。 

・審査基準は、別紙「評価基準・審査要領」のとおりとする。 
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１３ プレゼンテーション 

項目 内容 

実施時期 令和８年８月２１日（金）予定。詳細は参加者に別途通知する。 

実施方法 対面又はオンライン。庁内調整により決定する。 

時間 
説明２０分以内、質疑応答２０分以内を目安とする。説明は、提出済みの企画提案書に

基づき行うこと。追加資料の配布は認めない。 

出席者 ５名以内。原則として管理責任者が説明すること。 

使用資料 
提出済みの企画提案書に基づき説明する。追加資料の配布は認めない。ただし、投影用

に同一内容を加工した資料は認める。 

 

１４ 優先交渉権者の選定 

・審査委員会は、評価点の最も高い者を優先交渉権者、次順位の者を次点交渉権者として選定する。 

・最高点の者が複数ある場合は、技術評価点が高い者を上位とする。なお同点の場合は、審査委員会の

協議により順位を決定する。 

・審査の結果、適格者がいないと判断した場合は、優先交渉権者を選定しない場合がある。 

 

１５ 契約手続 

・優先交渉権者の選定後、町は当該優先交渉権者と、仕様内容、業務工程、実施体制、見積金額等につ

いて協議を行う。 

・協議が整った場合、優先交渉権者は改めて見積書を提出し、町は補正予算の成立後に随意契約の手続

により契約を締結する。 

・協議が整わない場合、又は契約締結までに優先交渉権者が参加資格要件を満たさなくなった場合は、

次点交渉権者と協議を行うことがある。 

・優先交渉権者の選定は契約締結を保証するものではない。 

 

１６ 失格事項 

・提出期限までに必要書類を提出しない場合。 

・提出書類に虚偽の記載があった場合。 

・参考見積額が提案上限額を超過した場合。 

・審査の公平性を害する行為があった場合。 

・契約締結までに参加資格要件を満たさなくなった場合。 

・その他、本要領に違反し、又は契約の相手方として不適当と認められる場合。 

 

１７ 辞退 

参加申込後に参加を辞退する場合は、速やかに参加辞退届（様式第７号）を提出すること。辞退した

ことを理由として、今後の町の発注において不利益な取扱いをしない。 

 

１８ 提出書類の取扱い及び情報公開 

・提出書類は返却しない。 

・提出書類は、本プロポーザルにおける審査及び契約手続に必要な範囲で使用する。 
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・提出書類は、壬生町情報公開条例等に基づく情報公開の対象となる場合がある。非公開を希望する部

分がある場合は、情報非公開希望申出書を提出すること。ただし、公開・非公開の判断は町が行う。 

・企画提案に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

 

１９ その他 

・本要領に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、町が別に定める。 

・本プロポーザルの実施に当たり必要な事項は、町公式ＷＥＢページ又は参加者への通知により周知す

る。 


